
   

申請者 あわら市 福井県 備考
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都市計画法第32条の申請 受付

あわら市土地対策委員会開催（その１）

・申請者による事業計画の説明

あわら市土地対策委員会

・指導の通知

あわら市土地対策委員会

・事業計画を各課審査

あわら市土地対策委員会開催（その２）

・事業計画について質疑

回答書提出

事業計画の説明

質疑に対する回答

受理

不適当

適当

計画変更

あわら市土地対策委員会

・回答書を各課審査

不適当

適当

回答書見直し

施工同意受理

開発行為許可申請

（都市計画法第29条）

あわら市土地対策委員会

・事業計画を各課審査

申請書見直し

協定書の作成

協定書の締結

受理

受理

着工届（県）

施工

受理

完了届（県）

受理

完成検査

不合格

合格

手直し

開発行為に係る事務手続き 開発行為面積10,000㎡以上

事業計画は適当か

回答内容は適当か

事業計画は適当か
不適当

適当

申請・工事は問題ないか

・協議内容の確認

・事業計画内容の確認

受付

立会説明

検査済証

完了告示

写しの受理

受付

進達 受付

開発行為許可

建築確認申請

農地転用の許可は開発行為の許可と同時許

可となる

事業計画や工事工程、施工者が変更する場

合は、変更届が必要となる。

標準事務処理期間(営業日)について

・都市計画法第32条の申請 30日

・本申請 20日

※あわら市土地対策委員会の開催について

事前に公共施設管理者への同意・協議が

確認できるようであれば、委員会を開催せ

ずに事務処理を進めることがある。

※

※

写しの受理

検査同行

写しの受理


